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1 -

第2期基本計
画について

（６）ウェルビー
イングについて

このように、本市においては、かねてから、「健幸」に関する取
組を推進してきており、また、ウェルビーイングは、第６次草津
市総合計画基本構想において、将来に描くまちの姿として掲げ
ている「ひと・まち・ときをつなぐ　 絆をつむぐ ふるさと 健幸
創造都市 草津」と方向性を同じくするものであり、これまでか
らの第１期基本計画での取組をより一層発展させるために、市
民の「暮らしやすさ」と「幸福感」を数値化・可視化する「地域幸
福度（Well-Being）指標」を活用し、ウェルビーイングの取組
状況を把握します。

このように、本市においては、かねてから、「健幸」に関する取
組を推進してきており、また、ウェルビーイングは、第６次草津
市総合計画基本構想において、将来に描くまちの姿として掲げ
ている「ひと・まち・ときをつなぐ　 絆をつむぐ ふるさと 健幸
創造都市 草津」と方向性を同じくするものです。このことか
ら、これまでからの第１期基本計画での取組をより一層発展さ
せるために、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感」を数値化・可視
化する「地域幸福度（Well-Being）指標」を活用し、ウェルビー
イングの取組状況を把握します。

企画調整課

2 -

リーディング・
プロジェクト

暮らしの安全・
安心向上プロ
ジェクト

これらのことから、「強さ」と「しなやかさ」を備えた災害等に強
いまちづくりを進めるとともに、自らの地域は自らで守るとい
う意識の醸成や、誰もが安全で快適に生活でき、かつ環境への
負荷の少ない持続的に発展することができる地域環境文化の
醸成を図るなど、

これらのことから、「強さ」と「しなやかさ」を備えた災害等に強
いまちづくりを進めます。また、自らの地域は自らで守るとい
う意識の醸成や、誰もが安全で快適に生活でき、かつ環境への
負荷が少なく、持続的に発展することができる地域環境文化
の醸成を図るなど、

1 企画調整課

3 1-1 課題
一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、日
常生活の中での実践につながるような取組を進めていく必要
があります。

一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、思
いやりの心を持ち、日常生活の中での実践につながるような
取組を進めていく必要があります。

2 人権政策課

4 1-1
私たちの役
割（行政）

同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期解決を図り
ます。

同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期解決の取組
を推進します。

3 人権政策課

5 2-1
私たちの役
割（行政）

○女性総合相談窓口としてさまざまな困難を抱える女性の相
談および多様な支援を包括的に行います。
〇DV やセクシャルハラスメントに関する相談および支援を行
います。

○男女共同参画相談窓口として、DV やセクシャルハラスメン
ト等に関する相談、さまざまな困難を抱える女性の相談および
多様な支援を包括的に行います。

6 7
男女共同参画セン

ター

6 2-1
私たちの役
割（市民）

女性の継続就業、女性の育成・登用に取り組み男女共同参画を
推進します。

女性の継続就業、女性の育成・登用等の女性が活躍できる環境
づくりに取り組み男女共同参画を推進します。

3
男女共同参画セン

ター

7 2-1 施策の概要
男女共同参画の意識啓発やＤＶ対策、困難な問題を抱える女性
への支援の強化等を行い、男女共同参画社会づくりを推進し
ます。

男女共同参画の意識啓発やＤＶ対策の強化を図ります。また、
困難な問題を抱える女性への支援を行い、男女共同参画社会
づくりを推進します。

3
男女共同参画セン

ター
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8 3-1
私たちの役
割（行政）

子どもが主体的に学ぶ意欲を高め、思いやりを大切にできる
環境づくりと質の高い授業の構築を推進します。

子どもの主体的、協働的な学びを充実させ、思いやりを大切に
できる環境づくりと質の高い授業の構築を推進します。

32 学校教育課

9 3-1
私たちの役
割（行政）

子どもが自己を肯定的に受け止め、心も体も健康に活動でき
る教育を推進します。

子どもの自己肯定感を高め、ウェルビーイングを向上させる教
育を推進します。

8 学校教育課

10 3-1
私たちの役
割（行政）

家庭・学校・地域や関係機関等の連携を推進し、子どもの心身
の健全な成長を支援します。

家庭・学校・地域や関係機関等の連携を推進し、こどもまんな
か社会の実現に向けた教育を推進します。

7 学校教育課

11 3-1
私たちの役
割（市民）

家庭や地域において子どもの自己肯定感を大切にし、新しい
時代の変化にも対応できるようにします。

家庭や地域において、子どもの自己肯定感を大切にするとと
もに、新しい時代の変化にも柔軟に対応します。

22 学校教育課

12 3-1
私たちの役
割（市民）

（新規追加　市民・地域）
○子どもを地域社会の一員として捉え、持続可能な社会の実
現のため、ともに地域課題の解決に取り組みます。

11
12
13

学校教育課

13 3-2 施策の概要
また、一人一台端末の効果的な活用を図るとともに、校務DX
を推進し、学校内における業務効率を向上させます。

また、１人１台端末の効果的な活用を図るとともに、校務DXを
推進し、学校内における業務効率を向上させます。

学校政策推進課

14 5-1
私たちの役
割（市民）

歴史資産を市民の財産として大切に保存します。
地域の歴史資産を市民の貴重な財産として大切に保存し、将
来へ継承します。

41 歴史文化財課

15 5-1 施策の概要

文化財を有効活用するまちづくりを推進するため、「草津市文
化財保存活用地域計画」に基づき、史跡や民俗芸能、歴史的建
造物など地域で育まれた豊かな歴史文化の価値や魅力を積極
的に発信するとともに、地域の歴史文化に触れ、親しんでもら
える機会を創出します。

文化財を活かしたまちづくりを推進し、市民のふるさと意識を
高めるため、「草津市文化財保存活用地域計画」に基づき、史
跡や民俗芸能、歴史的建造物など地域で育まれた豊かな歴史
文化の価値や魅力を積極的に発信するとともに、地域の歴史
文化に触れ、親しんでもらえる機会を創出します。

42 歴史文化財課

16 5-2
私たちの役
割（市民）

分野や世代、地域を超えた交流を深めます。 分野や世代、地域内や地域を超えた交流を深めます。 44 生涯学習課
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17 5-2 施策の概要

文化振興条例および計画に基づいて、多様な主体と連携し、地
域の文化的資産を活用しながら各文化振興施策を展開し、市
民の日々の創作活動の奨励と様々な発表・展示・鑑賞の機会と
場の提供を図り、より一層の文化・芸術の振興に取り組みま
す。

文化振興条例および計画に基づいて、多様な主体と連携し、地
域の文化的資産を活用しながら各文化振興施策を展開し、市
民の日々の創作活動の奨励と様々な発表・展示・鑑賞の機会と
場の提供によって、より一層の文化・芸術の振興を図ります。

46 生涯学習課

18 6-1
私たちの役
割（行政）

市民が積極的に市政に関心を持って参画できるよう、情報の
共有を図るとともに、市民による主体的な活動への支援等を
行います。

市民が積極的に市政に関心を持って参画できるよう、先進事
例等の情報の共有を図るとともに、市民による主体的な活動
への支援等を行います。

51 まちづくり協働課

19 6-1
私たちの役
割（市民）

市民一人ひとりの学びを通じた多様な世代や分野、主体等に
よるつながりを築きます。

市民一人ひとりの学びや体験を通じ多様な世代や分野、主体
等によるつながりを築きます。

50 まちづくり協働課

20 6-1
私たちの役
割（市民）

地域のニーズを把握し、将来を見据えた市民主体のまちづくり
を計画的に進めます。

地域のニーズを把握し、地域の情報誌やSNS等を通じた情報
発信により、市民の関心を高め、将来を見据えた市民主体の持
続可能なまちづくりを計画的に進めます。

48
49
52

まちづくり協働課

21 6-1
私たちの役
割（市民）

地域の一員として地域のまちづくり活動へ主体的に関わるよ
う努めます。

地域の一員として地域のまちづくり活動へ関心を持ち、主体的
に関わるよう努めます。

55 まちづくり協働課

22 6-2 課題
地域活動への興味、関心を高め、参加を促すとともに、担い手
確保や役員の負担軽減など、適切な組織体制や事業の見直し
を行う必要があります。

地域活動への興味、関心を高め、参加を促すとともに、担い手
確保や役員の負担軽減など、長期的な視点に立った組織体制
や事業の見直しを行う必要があります。

58 まちづくり協働課

23 7-2
私たちの役
割（市民）

（新規追加　市民・地域）

〇地域での支え合いや見守りにより、ひきこもりや不登校をは
じめ生きづらさや社会的孤立を抱えている人等について、地
域住民や多様な主体が「我が事」として参画する関係性づくり
に努めます。

81
人とくらしのサ
ポートセンター

24 7-2 施策の概要

多様で複合的な生活課題を抱える人の相談をうけ、相談者に
寄り添いながら共に課題を整理し、（福）草津市社会福祉協議
会等の関係機関や地域と連携することで、総合的な相談・支援
を行います。

多様で複合的な生活課題を抱える人の相談をうけ、相談者に
寄り添いながら共に課題を整理し、（福）草津市社会福祉協議
会等の関係機関や地域と連携することで、それぞれが世代や
分野を超えて「丸ごと」つながる総合的な相談・支援を行いま
す。

12
人とくらしのサ
ポートセンター
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25 8-2
私たちの役
割（市民）

（新規追加　事業者等）
○保健医療情報や健康情報を活用しながら、よりよい医療を
提供します。

87 保険年金課

26 9-4
私たちの役
割（行政）

〇子ども・若者の生きる力を地域で育む環境づくりを進めます。
〇教育や福祉などの様々な分野が連携し、切れ目のない支援を充
実させます。

○子ども・若者の意見を聴いて、施策に反映するとともに、子ども・
若者の生きる力を地域で育む環境づくりを進めます。
○困難な状況にある子ども・若者や家庭を支えるため、教育や福祉
などの様々な分野が連携し、切れ目のない支援を充実させます。

16
17

子ども家庭・若者課

27 10-1
私たちの役
割（行政）

○地域サロンや老人クラブ等の活動を支援します。
○（福）草津市社会福祉協議会と連携し、地域サロン活動を支
援します。
○老人クラブ等の活動を支援します。

5 長寿いきがい課

28 11-1 施策の概要

すべての人権が守られ、一人ひとりの尊厳が保たれるようにす
るため、障害者福祉センターを核とした多様なふれあい・交流
や知識普及と意識啓発により、障害と障害のある人について
の理解促進を図るとともに、成年後見制度や虐待防止対策事
業の推進等に努めます。

すべての人権が守られ、一人ひとりの尊厳が保たれるようにす
るため、障害者福祉センターを核とした多様なふれあい・交流
や知識普及と意識啓発により、障害と障害のある人について
の理解促進を図るとともに、成年後見制度の利用支援や虐待
防止対策事業の推進等に努めます。

18 障害福祉課

29 12-0
１２　防災分野の計画
草津市国民保護計画　（平成２７年度～／危機管理課）

１２　防災分野の計画
草津市国民保護計画　（令和６年度～／危機管理課）

危機管理課

30 12-0
１２　防災分野の計画
草津市災害時要援護者避難支援プラン全体計画　（平成２２年
度～／危機管理課）

１２　防災分野の計画
草津市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画　（令和５年
度～／危機管理課）

危機管理課

31 12-1
私たちの役
割（行政）

〇各家庭や自主防災組織での自助・共助の取組を支援します。 〇市民・自主防災組織での自助・共助の取組を支援します。 危機管理課

32 12-1
私たちの役
割（行政）

〇避難所運用マニュアルの策定および運用を進めます。 〇避難所運営マニュアルの策定および運用を進めます。 危機管理課
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33 12-1
私たちの役
割（市民）

〇防災備蓄や住宅の耐震補強など、家庭での防災対策を進め
ます。

〇防災備蓄や住宅の耐震補強など、家庭等での防災対策を進
めます。

107 危機管理課

34 12-1
私たちの役
割（市民）

〇平時からハザードマップ、地区防災計画、学区・地区別の防
災マップを確認し、家庭内であらかじめ避難所・避難経路の話
し合いを進めます。

〇平時からハザードマップ、地区防災計画、学区・地区別の防
災マップを確認し、家庭内であらかじめ避難所・避難経路の話
し合いを進めます。

108 危機管理課

35 12-1
私たちの役
割（市民）

〇共助の基本姿勢として、災害発生時において、被災していな
い場合は、ボランティア活動への協力等に努めます。

〇共助の基本姿勢として、災害発生時において、可能な範囲
で、ボランティア活動への協力等に努めます。

109
117

危機管理課

36 12-1 施策の概要
また、災害時において支援を必要とされる要援護者の支援体
制を事前に決定するなど、地域と一体となって防災対策を進
めます。

また、災害時において支援を必要とされる避難行動要支援者
の支援体制を事前に決定するなど、地域と一体となって防災
対策を進めます。

危機管理課

37 12-2 概要
災害に強いまちづくりを進めるため、防災備蓄の整備等、消
防・防災の体制や、危機管理の体制の充実を図ります。

災害に強いまちづくりを進めるため、防災備蓄の整備等、消
防・防災の体制や、危機管理の体制の充実を図ります。

危機管理課

38 12-2
私たちの役
割（行政）

（新規追加　行政） 〇災害時における受援計画等の見直し等を図ります。 20 危機管理課

39 12-2
私たちの役
割（市民）

〇消防団への入団や、協力を通じて地域防災力を高めます。 〇消防団への入団や、協力を通じて地域防災力を高めます。 123 危機管理課

40 12-2
私たちの役
割（市民）

（新規追加　事業者等） 〇事業継続計画（BCP）の策定や見直しを進めます。 20 危機管理課

41 12-3 現況
排水能力が不足している河川・排水路等が、市内に一定あるこ
とから、大雨時に河川等の氾濫が危惧されます。

排水能力が不足している河川・排水路等が、市内に一定あるこ
とから、大雨時に河川等の氾濫が危惧されます。また、近年の
気候変動の影響により頻発・激甚化する水害等に対し、河川流
域全体で水害を軽減させる治水対策である流域治水を国や県
が推進しています。

22 河川課

42 12-3
私たちの役
割（市民）

○地域ぐるみで浚渫・草刈り等の活動（河川愛護活動等）に自
主的に取り組みます。

地域ぐるみで河川等の除草や清掃などの活動（河川愛護活動
等）に自主的に取り組みます。

128
129
130

河川課
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43 13-1
私たちの役
割（市民）

複雑多様化する日常生活の様々な課題に対応できるように、
情報を収集・共有し、必要な知恵と知識を身につけて、トラブル
を未然に防止します。

複雑多様化する日常生活の様々な課題に対応できるように、
市や関係機関から発信される情報を収集・共有し、必要な知恵
と知識を身につけて、トラブルの未然に防止に努めます。

132
134

生活安心課

44 13-1
私たちの役
割（市民）

不安や不審に感じることは、市民相談室等の相談機関に相談
します。

市民相談室等の相談機関に相談する等により、生活上の不安
や心配事の解消に努めます。

133 生活安心課

45 13-2
私たちの役
割（行政）

〇防犯灯、防犯カメラ等の防犯設備の設置、維持管理を行いま
す。

〇防犯灯、防犯カメラ等の防犯設備の設置、維持管理を行いま
す。

危機管理課

46 14-01
私たちの役
割（市民）

環境マネジメントシステムの取得に努めるとともに、
環境マネジメントシステム（ISO14001等）の取得に努めると
ともに、

7 環境政策課

47 14-2
私たちの役
割（市民）

太陽光発電など再生可能エネルギーの利用を進めます。
地域の環境に配慮しつつ太陽光発電など再生可能エネルギー
の利用を進めます。

152 温暖化対策室

48 14-2
私たちの役
割（市民）

ライフスタイルの転換など、「デコ活」（脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしを創る国民運動）に参加します。

ライフスタイルの転換など、「デコ活」（脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしを創る国民運動）に参加します。
※用語解説を別途追記

8 温暖化対策室

49 14-3
私たちの役
割（行政）

効率的なごみの収集とクリーンセンターの適切な管理運営に
より、適正なごみ処理体制を確保します。

効率的なごみの収集とクリーンセンターの適正な管理運営に
より、ごみ処理体制を確保します。

資源循環推進課

50 14-3
私たちの役
割（市民）

ごみの発生抑制（リデュース）や再使用（リユース）の取組によ
り、ごみの減量を進め、資源循環型のライフスタイルの転換に
取り組みます。

ごみの発生抑制（リデュース）や再使用（リユース）の取組を学
び、実践することにより、ごみの減量を進め、資源循環型のライ
フスタイルの転換に取り組みます。

154 資源循環推進課

51 15-2 概要
交通安全および自転車安全安心利用教育や啓発を充実させる
など、交通安全対策に取り組みます。

交通安全教育や啓発、自転車安全安心利用の推進等を充実さ
せるなど、交通安全対策に取り組みます。

9 交通政策課

52 15-2 課題
さらなる交通安全および自転車安全安心利用教育や啓発に取
り組み、交通安全意識の高揚を図る必要があります。

さらなる交通安全教育や啓発、自転車安全安心利用の推進等
に取り組み、交通安全意識の高揚を図る必要があります。

9 交通政策課

53 15-2
私たちの役
割（行政）

関係機関、事業者、地域と連携し、交通安全および自転車安全
安心利用教育を推進するとともに、各種啓発活動や街頭指導
等に取り組みます。

関係機関、事業者、地域と連携し、交通安全教育を推進すると
ともに、各種啓発活動や街頭指導、自転車安全安心利用の推進
等に取り組みます。

9 交通政策課
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54 15-2 施策の概要

交通事故防止につなげるため、交通安全および自転車安全安
心利用教育を推進するとともに、各種啓発活動や街頭指導等
に取り組み、あらゆる世代における交通安全意識の高揚を図り
ます。

交通事故防止につなげるため、交通安全教育を推進するとと
もに、各種啓発活動や街頭指導、自転車安全安心利用の推進
等に取り組み、あらゆる世代における交通安全意識の高揚を
図ります。

9 交通政策課

55 16-1 概要 広域主要幹線道路から生活道路、歩道・自転車通行空間まで、 広域主要幹線道路から生活道路、歩道・自転車通行空間まで、 10 道路課

56 16-1
私たちの役
割（行政）

歩道・自転車通行空間等の整備を推進するとともに、 歩行者や自転車の通行空間等の整備を推進するとともに、 10 道路課

57 16-1 施策の概要 歩行者・自転車利用者が安全かつ快適に移動でき、 歩行者や自転車利用者が安全かつ快適に移動でき、 10 道路課

58 16-1 施策の概要 歩道や自転車通行空間等の整備を推進します。 歩行者や自転車の通行空間等の整備を推進します。 10 道路課

59 18-1 概要 優良農地の保全と生産基盤の強化を進め、 農地の保全と生産基盤の強化を進め、 12 農林水産課

60 18-1 課題
優良農地の保全、農地の集積・集約、多様な人材の確保や農業
経営の強化、販路の拡大を進める必要があります。

農地の保全と生産基盤の強化、農地の集積・集約、多様な人材
の確保や農業経営の強化、販路の拡大を進める必要がありま
す。

12 農林水産課

61 18-1
私たちの役
割（行政）

○営農環境の整備と優良農地の保全に努めます。 ○営農環境の整備と農地の保全、生産基盤の強化に努めます。 12 農林水産課

62 19-2
私たちの役
割（市民）

（新規追加　市民・地域）
○地域の商品・お店・イベントのファンとなり自ら草津らしさの
発信を行います。

216
218

商工観光労政課

63 19-3 課題

市内に工業系用途地域の未利用地が少なく、製造業における
企業の新たな市内立地が限られている状況にあるため、産業
用地の創出に向けた取組が必要となっています。また、中小企
業等の販路の開拓・拡大、人材不足や事業承継への対応など、
幅広い企業支援等が必要となっています。

市内に工業系用途地域の未利用地が少なく、製造業における
企業の新たな市内立地が限られている状況にあるため、工業
系用途としての産業用地創出に向けた取組が必要となってい
ます。また、中小企業等の販路の開拓・拡大、人材不足や事業
承継への対応など、幅広い企業支援等が必要となっています。

13 商工観光労政課
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64 19-3
私たちの役
割（市民）

（新規追加　事業者等）
○自らの事業活動と市民・地域との調和を図りながら、地域社
会の持続的な発展に貢献します。

220 商工観光労政課

65 ２０-２ 課題

人口減少やさらなる高齢化を見据え、「まちなか・ウォーカブ
ル」の考え方に基づいたウォーカブル空間の整備により、“まち
なか”の魅力ある都市環境の形成を図ると同時に、郊外部にお
ける地域再生を推進することにより、市全体としての都市魅力
の維持・向上を図っていく必要があります。

人口減少やさらなる高齢化を見据え、”まちなか”では、「ウォー
カブル」の考え方に基づいた居心地が良く、歩きたくなる空間
の整備により、魅力ある都市環境の形成を図り、郊外部では、
地域の特性と資源を活かした地域再生を推進することにより、
市全体としての都市魅力の維持・向上を図っていく必要があり
ます。

237 都市地域戦略課

66 ２０-2
私たちの役
割（行政）

○これまでに整備を行った拠点施設の事業効果が有効に発現
するように、官民が一体となって、“まちなか”の滞在快適性を
向上させる事業を推進します。

○これまでに整備を行った拠点施設の事業効果が有効に発現
するように、官民が一体となって、居心地の良い”まちなか”の
形成を推進します。

238 都市地域戦略課

67 21-1 課題 さらなるガーデンシティを推進していく必要があります さらにガーデンシティを推進していく必要があります 公園緑地課

68 21-1 施策の概要
市民参加による公園の再整備や公園施設の計画的な改修、更
新を行います

市民参加による公園の再整備や維持管理、公園施設の計画的
な改修、更新を行います

公園緑地課

69 21-1 施策の概要 公園において緑化を推進することで 公園等において緑化を推進することで 公園緑地課
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